
第４号議案

会則改定（案）の承認に関する件 

　会則の改定（案）について以下のとおり提出しますので承認を求めます。

✧　✧　✧　✧

会則改定（案）の概要

・本会事務所の所在地の変更

○会則の改定理由
・役員改選

11

新旧対照表
現　行 変更後

第１条 略 第１条 略

第２条

本会の事務所は、愛媛県
松山市中通781-1　株式会
社ＯＣファーム内にお
く。

第２条

本会の事務所は、愛媛県
松山市久万ノ台611-7 オ
フィス・セイケ内にお
く。

第３条～22条 略 第３条～22条 略


